船舶発生廃棄物汚染防止規程

　船舶発生廃棄物汚染防止規程 (以下「規程」という。) は、「海洋汚染及び海上災害の防止に

関する法律 」 (以下「海洋汚染防止法」という。) 第10条の３第1項の規定に基づき、船舶発生　　　　　

廃棄物 (以下「廃棄物」という。) の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項その他廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を定め、廃棄物による海洋の汚染を防止することを目的とする。

　海洋汚染防止法施行規則第12条の３の３の規定に基づき、総トン数 400トン以上の船舶及び最大搭載人員15人以上の船舶は、規程を船舶内に備え置かなければならない。

　規程において船舶発生廃棄物とは、①廃プラスチック類、②当該船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ又はこれに類する廃棄物 (以下「日常生活廃棄物」という。)　、③

輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物のうち、陸上活動に伴って

生じた廃棄物を船舶内で焼却したもの、生鮮魚及びその一部、汚水並びに水底土砂を除いたもの

   (以下「通常活動廃棄物」という。) をいう。

 なお、プラスチック類はビニール袋やペットボトルはもとより、梱包材、建材、化繊ウエス等あらゆる形で船舶内にて、使われていることに留意しなければならない。

　原則として、「 いかなる人」も「すべての領域」において｢すべての船舶｣からの廃棄物を排出することは禁止されている (海洋汚染防止法第10条第１項)。

船舶内にある者は、廃棄物の排出が海洋環境に与える重大な影響を認識したうえで、その発生量を極力減少させるとともに、できる限り資源の再利用を考慮しなければならない。

規程は、船舶内にある者が海洋汚染防止法を遵守し、廃棄物の取扱いを正しく行うための手順       (  収集  、貯蔵及び排出) などについて、　　 年　　月　　日に　                            (船舶所有者) が定めたものである。　{空欄記入}  

1.　船長の責任

船長は、規程に従った廃棄物管理の実施にあたって総括的な責任を有する。

2. 規程実施担当者の指名

　　                        (船舶所有者) は、規程を実施するにあたって責任を有する規程

実施担当者 (以下「実施担当者」という。) として、　　　　　                    　　　    (船長／乗組員職名等)　を指名する。{空欄記入}  
－ １ －

